
 

 

点検結果表（規制の事前評価） 

政策の名称 貴金属等の訪問購入に関する規制の強化 府省名 消費者庁 

根拠となる法令 
■法律      □政令     □府省令     □告示     □その他 

特定商取引に関する法律 

規制の区分 ■新設等              □緩和               □廃止 

 

点検項目 評価の実施状況 課題 

規制の目的、内容
及び必要性 

■説明あり □説明なし  

費
用
の
分
析 

遵守費用 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □負担なし □分析なし  

行政費用 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □負担なし □分析なし  

その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

便益の分析 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし  

費用と便益の 
関係の分析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし ① 

代
替
案 

代替案の設定 ■設定あり □想定される代替案なし □設定なし  

代替案との 
比較 

■費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 □比較なし  

レビューを行う 
時期又は条件 

■設定あり □設定なし  

【課題の説明】 

① 費用と便益の関係の分析 

  費用と便益の関係の分析について、「通常の訪問購入業者…に対しては、特段の費用は発生しない」と記

載されているが、「訪問購入業者に対する行為規制」の書面の交付義務、「クーリング・オフ期間内の物品

の引渡しの拒絶についての告知等」及び「クーリング・オフ」の遵守費用は通常の訪問購入業者において

も発生している旨記載されているため、当該分析の根拠が不明である。 

また、分析の結果を示していないが、本件規制によって得られる便益が費用を正当化できるかどうかを

適切に明示する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


